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遺伝子組換え食品等に係る食品健康影響評価に関する審議結果について 

 
令和３年８月３０日付け 3 消安第 2948 号をもって農林水産大臣から食品安全委員

会に意見を求められた飼料「除草剤ジカンバ耐性セイヨウナタネ MON94100 系統」

に係る食品健康影響評価について、当専門調査会において審議を行った結果は別添の

とおりですので報告します。 
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＜審議の経緯＞ 
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要  約 

 

「除草剤ジカンバ耐性セイヨウナタネ MON94100 系統」について、食品健康影響

評価を実施した。 

本系統は、Stenotrophomonas maltophilia DI-6 株に由来する改変 dmo 遺伝子を

導入して作出されており、ジカンバモノオキシゲナーゼを発現することで、除草剤ジ

カンバを散布してもその影響を受けずに生育できるとされている。 
「遺伝子組換え飼料及び飼料添加物の安全性評価の考え方」（平成 16 年 5 月 6 日

食品安全委員会決定）に基づき、組換え体由来の新たな有害物質が生成され、肉、乳、

卵等の畜産物中に移行する可能性、遺伝子組換えに由来する成分が畜産物中で有害物

質に変換・蓄積される可能性及び当該成分が家畜の代謝系に作用し、新たな有害物質

が産生する可能性の有無を考慮して本系統の評価を行った結果、これらの可能性は考

えられないことから、改めて「遺伝子組換え食品（種子植物）の安全性評価基準」（平

成 16 年 1 月 29 日食品安全委員会決定）に基づき安全性評価を行う必要はなく、当

該飼料を摂取した家畜に由来する畜産物については、人の健康を損なうおそれはない

と判断した。 
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Ⅰ．評価対象飼料の概要 
（申請内容） 
名 称：除草剤ジカンバ耐性セイヨウナタネ MON94100 系統 
性 質：除草剤ジカンバ耐性 
申請者：バイエルクロップサイエンス株式会社 
開発者：Bayer CropScience LP（ドイツ） 

 
「除草剤ジカンバ耐性セイヨウナタネ MON94100 系統」（以下「セイヨウナタ

ネ MON94100」という。）は、Stenotrophomonas maltophilia DI-6 株に由来す

る改変 dmo 遺伝子を導入して作出されており、ジカンバモノオキシゲナーゼを発

現することで、除草剤ジカンバを散布してもその影響を受けずに生育できるとさ

れている。 
 
Ⅱ．食品健康影響評価 

１．セイヨウナタネ MON94100 は、S. maltophilia DI-6 株に由来する改変 dmo 遺

伝子を導入して作出されており、ジカンバモノオキシゲナーゼを発現することで、

除草剤ジカンバ耐性の形質が付与されている。遺伝子組換え作物を飼料として用

いた動物の飼養試験において、挿入された遺伝子又は当該遺伝子によって産生さ

れるタンパク質が畜産物に移行することはこれまで報告されていない。 
 
２．セイヨウナタネ MON94100 は、食品安全委員会において、「遺伝子組換え食品

（種子植物)の安全性評価基準」（平成 16 年 1 月 29 日食品安全委員会決定）に基

づき、食品としての安全性評価を終了しており、ヒトの健康を損なうおそれがな

いと判断している。 
 

１及び２を考慮したところ、セイヨウナタネ MON94100 に新たな有害物質が生

成されることはないため、肉、乳、卵等の畜産物中に新たな有害物質が移行するこ

とは考えられない。また、遺伝子組換えに由来する成分が畜産物中で有害物質に変

換・蓄積される可能性や、家畜の代謝系に作用し、新たな有害物質が生成される可

能性は考えられない。 
 

以上のことから、セイヨウナタネ MON94100 については、「遺伝子組換え飼料及

び飼料添加物の安全性評価の考え方」（平成 16 年 5 月 6 日食品安全委員会決定）に

基づき評価した結果、改めて「遺伝子組換え食品（種子植物）の安全性評価基準」に

基づき安全性評価を行う必要はなく、当該飼料を摂取した家畜に由来する畜産物につ

いては、人の健康を損なうおそれはないと判断した。 
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